
 
墨田区告示第５１１号  
 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定によ

り、八広はなみずき児童館の指定管理者を次のとおり指定したので、墨田区

児童館条例（昭和４６年墨田区条例第２０号）第２３条の規定により公告す

る。  
  
 
令和７年１２月１７日  
 
 

墨  田  区  長  山 本   亨  
 
 
 

施設の名称  指定管理者  指定の期間  
八広はなみず

き児童館  
東京都豊島区東池袋一丁目４４番

３号池袋ＩＳＰタマビル  
 労働者協同組合ワーカーズコー

プ・センター事業団  
 代表理事 藤田 徹 

令和８年４月１日から令

和１３年３月３１日まで  

 


